●●クラブ 規約（例）【団体規約の作成にあたって】
・●●や赤字部分、その他実情に応じて書き換えること。
・完成後、説明ふきだしはすべて削除すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　
第1章　総則
（名称）
第１条 本団体は、●●クラブと称する。
（事務局）
[bookmark: _Hlk227685701]第２条 この団体の事務局は、南あわじ市●● ●●番地 に置く。

第２章　目的及び活動
（活動目的）
第３条 本団体は、南あわじ市教育委員会が策定した「MINA・KATSU推進計画」の趣旨を
理解し、●●競技を通じ、本団体に所属する中学生等（以下、会員という）の心身の健全な
育成に資する活動を行うことを目的とする。
（活動内容）
第４条 本団体は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。
[bookmark: _Hlk227688124]（１） ●●競技の楽しさを実感できる普及活動および競技力を向上させる実践活動を行う。
（２） 前項（１）の普及活動の指導支援を実践活動の会員が担うことで第３条の目的達成
を図る。
（３） 本団体の指導者は、南あわじ市が定める研修を受講するほか、関係団体が主催する
研修会に積極的に参加し、質の高い指導実現に努める。
（４） 国による地域クラブ活動に関するガイドラインを遵守した活動を行う。

第3章　会員及び役員
（会員）
第５条 本団体の構成員は、本団体の主旨に賛同した会員と指導者、役員（運営者）とする。
（入会と退会）
第６条 本団体に入会しようとする者は、入会手続きを行い、代表の承認を得るものとする。
退会しようとする者は、退会手続きを行い、代表の承認を得るものとする。
（会費）会費を設定しない場合は削除すること。

[bookmark: _Hlk227687918]第７条 会費については以下のように定める。
（１） 会費は、月初めの活動日に納入する。会費の金額は別途定める。
（２） 協会登録費、移動交通費、大会参加費などの必要経費は別途集金する。
（保険の加入）
[bookmark: _Hlk227746899]第8条　本団体の指導者及び会員は全員●●保険に加入する。保険加入に係る費用は別途集
金する。
（役員）（１）～（４）の役員は3人以上で構成すること。（監事は他役員と兼ね
ない）
保護会代表など役員を追加してもよい。

第９条 本団体に以下の役員を置く
（１） 代表　１名
（２） 副代表　１名
（３） 会計　１名
（４） 監事　１名
（役員の職務）
第１０条　本団体の役員は次の職務を担う。
（１） 代表は、本団体を統括し、会務をつかさどる。
（２） 副代表は、代表を補佐し、代表が事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務
を代行する。
（３） 会計は、本団体の会計事務を処理する。
（４） 監査役は、本団体の業務および会計を監査する。
（指導者）
第１１条　指導者は、南あわじ市地域クラブ指導者として登録された者とし、諸規定を遵守
し、本団体の活動方針に沿った指導を行う。
（管理責任）
第１２条 会員は、本団体の活動に際し、諸規定を遵守し指導者の指示に従い、自己の責任に
おいて活動する。指導が適切に行われている場合は、事故が起こった際、加入保険の範囲
内で対応するものとし、本団体及び指導者に対し損害賠償請求しないものとする。

[bookmark: _Hlk227689231]第４章　個人情報の取扱
（個人情報の取扱）
第１３条　個人情報については、以下のように取り扱う。
（１）本団体の活動により得られた個人情報（氏名、生年月日、年齢、在籍校、学年、住
所、電話番号、メールアドレス、指導者資格の登録番号、資格名等）は、個人情報の保
護に関する法律に基づき、適正に取扱う。
（２）個人情報は、以下の利用目的の範囲内で利用することとし、本人（会員の場合は会
員の保護者）の承諾なく他の目的には利用しない。
1 本団体の活動に関して、南あわじ市教育委員会から提供を求められたとき
2 施設予約や大会参加等への申し込みに必要なとき
3 [bookmark: _Hlk227747206]●●保険の加入手続きを行うとき
4 本団体での活動の様子について、会員の在籍する中学校から情報提供を求められた
　とき

団体を設立する日と同じ日にする。

附則 本団体規約は 令和●年●月●日から施行する。
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